
不登校児童・生徒への取組

教育支援課



当該年度の４月１日から３月３１日までに、３０日

以上欠席した児童生徒で、何らかの心理的、情緒的、
身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生
徒が登校しない、あるいはしたくともできない状況に
ある者（ただし、「病気」や「経済的理由」、「新型コロ
ナウイルス感染症回避」による者を除く。）をいう。

「令和２年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

（文部科学省から）

調査上の「不登校」とは



年度 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計

小学校

令和２年度
６
(0)

６
(０)

８
(２)

１０
(７)

１４
(５)

2０
(13)

６4
(２7)

令和元年度 ０ ４ ９ ７ ２０ 22 ６２

平成３０年度 ２ ３ ５ １１ １１ ２２ ５４

中学校

令和２年度
３５
(４)

４０
(23)

３5
(26)

110
(53)

令和元年度 ２８ ３４ ３１ ９３

平成３０年度 ２２ １９ ２６ ６７

(  )内は前年度から継続して不登校であった児童・生徒数

( 単位：人 )

令和２年度 目黒区立小・中学校 不登校の状況

（令和元年4月1日～令和２年３月3１日までの

不登校児童生徒及び学年別内訳）



不登校に対するめぐろ学校サポートセンターの取組

めぐろ
エミール
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ｅラーニングシステムによる学習支援

令和２年度

目黒区立小・中学校全児童・生徒に
１人１台の情報端末を配付

各自の課題に応じた学びの実現

eライブラリを活用した児童・生徒の理解度
や特性に応じた学習活動

全児童・生徒にＩＤとパスワードを発行



特別支援教育の推進
・目黒区特別支援教育推進計画（第四次）
に基づく取組

教育支援課



方向Ⅰ 障害のある子もない子も共にいきいきと
学ぶ環境の整備

交流及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら
協働して生活していく態度を育む取組

９

交
流
及
び
共
同
学
習
の
充
実



方向Ⅱ 一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・
支援の充実

多人数で生活することを苦手とする児童・生徒が、
安心して生活できる少人数での学校生活を通して、

①あいさつ等、他の人から働きかけがあったときの適切な対応
方法を身に付ける。

②人に対する緊張や不安を緩和し、他の人に働きかける方法を
身に付ける。

目黒区の自閉症・情緒障害特別支援学級

【目標】
進級や進学を機に通常の学級へと
学びの場を移す

※本学級が対象とする情緒障害者としての様態は「選択性かん黙」に限る。



今後の学校施設更新の進め方

目黒区教育委員会事務局 学校施設計画課



１ 目黒区学校施設更新計画

１－１ 背景

・公共施設の老朽化

→ 平成２５年度 区有施設見直し方針

平成２９年度 区有施設見直し計画

・区有施設の４０％が「学校」

小中学校３１校のうち、２６校が築５０年を経過する。

１－２ 目的

・学校施設は、学校教育だけでなく、地域コミュニティの拠点

・非常時には、地域避難所としての役割

→ ◇施設を健全に維持していく

◇計画的・効率的な更新が必要



１－４ 学校施設更新の考え方

〇更新時は原則として「建替え」

〇施設整備の基本方針

・教育活動の充実

・施設全体のバリアフリー化

・地域拠点としての学校

・環境に配慮した施設

〇周辺施設との複合化・多機能化

１ 目黒区学校施設更新計画

１－３ 計画期間

・目標耐用年数を８０年程度とする。

・すでに築５０年を経過しているため、今後３０年間のうちに更新

令和３年～１２年 令和１３年～２２年 令和２３年～３２年

第１期 第２期 第３期



１－５ 更新順位の考え方

※構造耐久性調査

〇平成３０、３１年に、構造体の調査を実施

１ 目黒区学校施設更新計画

【ハード面】

構造体耐久性調査※

【ソフト面】
教育の環境など

フロー④ その他考慮すべき事項

フロー① コンクリートの圧縮強度

フロー② 鉄筋腐食状況

フロー③ 築年数

【地区毎の更新順位】

中央 南部 西部北部 東部



１－６ 更新順位

北部地区 東部地区 中央地区 南部地区 西部地区

駒場小学校 田道小学校 鷹番小学校 向原小学校 大岡山小学校

東山中学校 不動小学校 油面小学校 原町小学校 第十中学校

第一中学校 中目黒小学校 上目黒小学校 月光原小学校 東根小学校

菅刈小学校 大鳥中学校 五本木小学校 八雲小学校

烏森小学校 中根小学校

順位

高

低

★今後の状況の変化によって、適宜、見直していくことが必要。

※中学校の統合、下目黒小学校（区民センター）は別途

１ 目黒区学校施設更新計画

１－７ 第一期の取組（令和３年度から令和１２年度まで）

〇令和３年度は、設計の基本的な考え方を整理
〇令和４年度から、具体的な建替えに取り組んでいく。
・各地区ごとの順位の高い学校（駒場小、田道小、鷹番小、向原小、大岡山小）
・南部西部の統合対象中学校（第七中、第八中、第九中、第十一中）
・区民センターと一体的に整備する下目黒小学校



２ 令和４年度から令和８年度までの取組

■ 対象校と取組スケジュール

取組対象校 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

向原小学校

第七中・第九中

第八中・第十一中

鷹番小学校

大岡山小学校

★統合にかかる中学校の組み合わせは、統合方針改定案による。

（１）向原小学校：構造体耐久性調査結果から優先度が高い。

（２）統合中学校：統合方針案によるスケジュールに合わせる。

（３）鷹番小学校：構造体耐久性調査結果から優先度が高い。

（４）大岡山小学校

児童数増加により校舎の確保が課題であるが、狭小敷地であり建築制限も厳しい。

居ながらの建替え工事は困難であり、他の用地を活用する必要がある。

→ 中学校の統合後の跡地を活用する手法を検討。

※その他の学校については、令和９年度以降の取組。

工事

工事

工事

設計

設計

設計

設計

設計

工事


